
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１７１０２

基盤研究(B)

2014～2012

わが国のメンタルヘルス対策事業の多軸的評価に関する基礎的研究

A study on the evaluation of mental health reduction programs

５０２９１５２１研究者番号：

萩原　明人（Hagihara, Akihito）

九州大学・医学（系）研究科（研究院）・教授

研究期間：

２４３９０１３０

平成 年 月 日現在２７   ５ １３

円     5,200,000

研究成果の概要（和文）：わが国の複数のホワイトカラーの職域を対象に、MAUT (Multi-attribute Utility Technolo
gy)を用いて、メンタルヘルス対策事業を評価した。具体的には、（１）利害関係者を対象にインタビュー調査を行い
、メンタルヘルス対策事業の実施前に、複数のプログラムをMAUTにより定量的に評価し、順位付けを行った。次に、（
２）全てのメンタルヘルス対策事業の終了後に、再度、MAUTを用いて全事業を評価し、（１）の事前評価の結果との比
較を行い、MAUTによる事業評価の妥当性の検証を行った。その結果、MAUTの評価手法の妥当性を示唆する結果が得られ
た。

研究成果の概要（英文）：Multi-attribute utility technology (MAUT) was used to design a work-site 
stress-control program. The sample consisted of public workers in A City in Japan, and white-collar 
workers at a manufacturing company in Kumamoto city in Japan. After conducting an interview with 
stakeholders in the work-site stress-control programs at the 2 sites, several mental stress reduction 
programs at the 2 sites were evaluated numerically. As for pre-intervention evaluation, the results 
showed that the self-care strategy received the highest score for overall utility (i.e., 96.2), and the 
overall-utility score for the remaining two strategies was approximately 70. As for post-intervention 
evaluation, the results showed that the seminars received the highest score for overall utility (i.e., 
75.16). A validation analysis shows the validity of MAUT as a measure for a program evaluation.

研究分野： 医療社会学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
２０１１年８月、厚生労働省によりうつ病

などの精神疾患が「５大疾病」の一つに加え
られた。わが国の産業保健分野でも、従業員
のメンタルヘルス対策が重要な課題となっ
ている。職域におけるメンタルヘルス対策に
ついては、対策の内容（例、介入プログラム、
措置、等）は合理的な根拠に基づいて決定さ
れる必要があり、事業の終了後には、事業の
内容を適切に評価する必要がある。しかし、
実際には、これらは殆ど行われておらず、複
数ある方策のうち、なぜ当該プログラムが行
われるのか合理的な説明が出来ない場合が
多い。また、事業の終了後に当該プログラム
の介入効果を検証する研究は多く見られる
が、介入効果や経済的視点（例、費用対効果）
に止まらず、利害関係者の立場、事業所の方
針を勘案した全体的な視点から評価された
例は、内外ともに見られない。 
全ての事業には立場の異なる複数の利害

関係者（stakeholder）が存在し、事業の評価
指標は単一ではなく複数あり（multi-attribute）、
職域における労働ストレスの緩和という目
的を達成するための方法（事業、プログラム）
は複数存する。そこで、これらの視点を踏ま
え た 事 業 評 価 手 法 で あ る MAUT 
(Multi-attribute Utility Technology)を用いて、複
数のホワイトカラーの職域を対象に、そこで
行われているメンタルヘルス対策事業の評
価を行った。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は研究期間中に、わが国の複

数のホワイトカラーの職域を対象に、MAUT 
(Multi-attribute Utility Technology)を用いて、メ
ンタルヘルス対策事業を評価することであ
る。具体的に以下の諸点を行う。 
（１）利害関係者を対象にインタビュー調査
を行い、メンタルヘルス対策事業の実施前に、
複数のプログラムを MAUT により定量的に
評価し、順位付けを行う。 
（２）全てのメンタルヘルス対策事業の終了
後に、再度、MAUT を用いて全事業を評価し、
（１）の事前評価の結果との比較を行い、
MAUT による事業評価の妥当性の検証を行
う。 
 
３．研究の方法 
（1）メンタルヘルス対策事業の事前評価 
メンタルヘルス対策事業の対象者はＢ市

役所（支所を含む庁全体）に勤務する職員で
ある。Ｂ市は京阪神地区内の工業地帯に位置
しており、人口は約 46 万人である。Ｂ市役
所には約 3000 名の職員が勤務している。最
近、メンタルヘルス不調者が増加しており、
その対策が最優先の課題となっている。 
メンタルヘルス対策事業の利害関係者と

して、B 市役所の当局者、職員、健康管理部
門の担当者という3種類の関係者を設定した。
具体的には、B 市役所の当局者として人事お

よび総務部の管理職（N=5）、職員の代表者
として B 市労働組合の責任者（N=5）、健康
管理担当者としてB市の保健師および産業医
（N=5）を決定した。 
評価対象事業（プログラム）は①「人事対

策」②「セルフケア対策」③「保健対策」で
ある。人事対策はメンタルヘルス不調者への
対応に焦点を当てた対策で、（１）復職支援、
および、（２）配置転換、からなる。セルフ
ケア対策はストレスマネージメント・セミナ
ーの開催に焦点を当てた対策で、（１）職員
のためのセフケア・セミナーの開催、（２）
管理職者のためのストレスマネージメン
ト・セミナーの開催、および、（３）管理職
者のためのメンタルヘルス・セミナーの開催、
からなる。保健対策は保健管理部門の職員に
焦点を当てた対策で、（１）保健師の増員、
および、（２）各部局へのカウンセラーの配
置、からなる。 
 
(2) メンタルヘルス対策事業の事後評価 
メンタルヘルス対策事業の対象者は熊本

県内の電気製造業の A 事業所の従業員であ
る。 
メンタルヘルス対策事業の利害関係者と

して従業員（労働組合の責任者、N＝6）、会
社側（人事・総務・労務の管理職者、N＝7）、
および、健康管理部門の担当者（保健師およ
び産業医、N＝5）という 3 種類の利害関係
者を設定した。 
評価対象のメンタルヘルス対策事業は、

（１）各種研修、（２）長時間労働者に対す
る産業医面談、（３）産業医のメンタル相談、
および、（４）カウンセラーによるカウンセ
リングであった。である。 

 
４．研究成果 
（１）メンタルヘルス対策事業の事前評価 
B 市役所におけるメンタルヘルス対策事業

の事前評価の結果を表１に示した。 
事業評価の結果、３種類のストレス対策事

業のうち、「セルフケア対策」の得点は 96.2、
「人事対策」の得点は 70.0、「保健対策」の
得点は 68.6 であった。人事対策の対象者は
メンタルヘルス不調によって休職した職員
のみであり、職員全体の健康増進という観点
が欠落している。同様に、保健対策（得点は
68.6）もカウンセラーの配備に重点を置いて
おり、メンタル不調者もしくはその予備軍が
対象で、職員全体の健康増進という観点が欠
落している。他方、セルフケア対策は管理職
者と職員を対象にし、職員全体の健康増進と
いう観点に立っている。セルフケア対策には、
ストレスへの対処法のみならず、管理職者を
対象にした、職員の業務の適性に関する判断、
業務量のコントロールに関するセミナーも
含まれている。その意味で、ＭＡＵＴによる
ストレス対策の評価は職場や業務の実情を
反映した、妥当な結論が導かれていると考え
られる。 
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（2)メンタルヘルス対策事業の事後評価 
A 事業所におけるメンタルヘルス対策事業

の事後評価の結果を表２に示した。 
各種研修（75.16）の評価が最も高く、次

いで、産業医のメンタル相談（73.38）の評
価も高かった。やや間隔を置いてカウンセラ
ーによるカウンセリングの実施（66.80）が
続き、長時間労働者に対する産業医面談
（61.79）の評価は最も低かった。産業医の
メンタル相談は、メンタルヘルスの不調を訴
える従業員のみを対象としており、受益者は
全従業員の一部に過ぎない。それにもかかわ
らず、メンタル相談の評価得点（73.83）が
従業員全員を対象とする各種研修の評価得
点（75.16）と同程度に高くなったのは、事
業所におけるいざという場合の安全弁とし
ての機能が評価されている可能性が考えら
れる。 
本研究では、当初の研究計画とは異なり、

事業所の都合により、ストレス対策事業の事
前評価と事後評価を同一の事業所で行うこ
とが出来なかった。その結果、事前評価と事
後評価で取り上げるストレス対策事業の内
容も異なっていた。従って、当初の計画で予
定した、MAUT の妥当性に関する厳密な評価
は難しくなった。しかし、事前評価および事
後評価ともに、多くの従業員を対象とした事
業（事前評価ではセルフケア対策、事後評価
では各種研修）の評価得点が最も高かった。
これらの事業は（１）事業の対象者が多い、
（２）問題への対処よりも、健康増進、ひい
ては、予防に力点が置かれている、という特
徴がある。保健医療予算のよう稀少医療資源
を職域のような対象者の社会経済的要因（健
康も含む）が比較的に均一な集団に配分する
場合、広く薄く配分するのが望ましいと考え
られている。その意味で、ＭＡＵＴによるス
トレス対策の評価は職場や業務の実情を反
映した、妥当な結論が導かれていると考えら
れる。 
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